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資料３－９ 
全国特定法面保護協会からの意見 

10/1 意見交換会 

 

侵略的外来種リスト等意見交換会の意見の整理 
 
１、法面緑化工で使用されている外国産植物（外国産外来種）の取り扱いについて 
 1）法面緑化工に使用される主なイネ科の外来植物として、コヌカブサ（レッドトップ）、

カモガヤ（オーチャードグラス）、シナダレスズメガヤ（ウイーピングラブグラス）、

オニウシノケグサ（トールフェスク）、オオアワガエリ（チモシー）等があります。こ

れらの植物の生態的特徴として「日当たりの良い場所」を好み、さらにカモガヤ。オ

ニウシノケブサ、オオアワガエリについては「肥沃な土壌を好む」とある。 
  ⇒いくつかの調査例において施工地周辺に「逸失」しているとの報告はあったが、「逸

失＝侵略的である」という評価には至っていないと推測する。 
  ⇒「日当たりの良い肥沃地を好む植物」が侵略的にふるまえる土地は限られていると

思われる。 
  ⇒「地域に特有な希少種等が生育する自然草原の周辺では利用を控える」ことは当然

であるが、これ以外の場所においては問題を生ずることはないと思われる。 
  ⇒施工地周辺において「侵略的にふるまい地域の生態系等に被害を及ぼす恐れがある

場合」を施工前に確認しておき、その利用の是非を判断するような運用が正しいと

考える。単に「逸失」していることを「侵略的」と評価するのは科学的な知見に基

づいているとはいえず、いくつかの観点からみると損失であると考える。 
 
２、法面緑化工で使用されている外国産在来種については、現状で行われているように、「自

然公園、自然草原の周辺での利用は控える」という運用でよいと考える。 
 1）最終的には、法面緑化工において外国産在来種は利用しないことを目指すことが望ま 

しいと考える。 
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外来種被害防止行動計画・侵略的外来種リストに関する意見 
 

平成２５年１０月１日 

全国内水面漁業協同組合連合会 

 

１ 侵略的外来種リスト（案）に掲載された魚種についての意見 
   全国内水面漁連としては、国民の健全なレクリエーションとしての遊漁による地域振興と、魚

食文化の継承、及び水産養殖産業を推進する観点から、ニジマスとカワマスをリストから除外す

るよう求める。 
 

２ 説 明 
（１）ニジマス 

明治１０年にアメリカから卵が移植された。種苗が確保され、河川等への放流と食用としての

養殖が始まった。 
内水面養殖の歴史からすれば、公的機関が推奨して養殖生産し技術開発を行ったことで、今日

における我が国の水産養殖の先駆けであり技術発展において貢献した。 
国が、増養殖事業と輸出品として推進したことから、国民の間にも高級食材と釣り対象魚とし

てのイメージが定着し利用が増加した。 

内水面漁業の対象魚種としてほぼ全国の漁協において放流され、ファミリー向けの河川特設釣

り区などでも釣りやすい魚として広く利用されている。現在においても、２８都府県２３２漁協

に漁業権が免許され、遊漁利用されている。また、本州以南における自然繁殖は極めて狭い範囲

であり、広まる傾向にはない。ゆえに、カテゴリ区分案においては、「分布拡大期」ではなく「定

着初期／限定分布」に該当するであろう。よって、リストアップすることに反対である。 
 

（２）カワマス 
明治期、トーマス・グラバー氏の提言により、アメリカ公使館のパッカー氏が明治３２年にア

メリカから卵を移植し、当時、外交官の避暑地として皇室で管理していた奥日光の湯の湖と湯川

に移植した。 
かつて、湯の湖と湯川が民間に開放されてからも、この地で遊漁利用が盛んに行われてきたが、

竜頭の滝を下って中禅寺湖で増えているとの報告はなく、その下流には落差９７ｍの華厳の滝が

あることから、奥日光地域として区画されていると考える。 
奥日光以外では、長野県の極限られた水域で生息が確認されているが、在来魚への顕著な食害

報告はない。またこの魚種は、イワナと比べて生態的に飼育しにくい傾向にある。イワナとの交

雑も報告されているが、交雑種が増えているとの報告はない。 
この魚種は、歴史的また文化的な意義が高く、渓流釣りへの国民のレジャーとしても位置づけ

が高いうえ、在来魚への顕著な食害報告もない。 

在来イワナとの交雑も確認されているが、それによって在来種が減少した実態はなく、拡散も

していない。奥日光の管理釣り場では、歴史的文化的な意義から人気のある有用な釣り対象魚と
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されている。 
よって、リストアップすることには反対である。 
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外来種被害防止行動計画・侵略的外来種リストに関する意見 
2013/10/01 

全国養鱒振興協会 

1. 意見表明の前提 

 全国養鱒振興協会 

現在加入する会員団体は 18 県 19 団体(漁協等) 

内訳：東北 5 関東 3 信越 4 中部 4 近畿 1 中国 2 

かつては北海道や九州も加入していたが、現在は各県単位の組織がなく退会 

各県組織には加入していない養鱒業者もいる 

傘下会員数（養鱒業者）：約 400 

 全国のマス類養殖業者 

 未確認だが全 47 都道府県に存在（現在は未確認だが沖縄県にもあり） 

 全国の養鱒経営体は 600 軒以上と推定 

 その他の関係事業者 

養殖マス類の利用は、食用としての鮮魚市場や加工品の販路のほか、観光産業や内水面漁

業でも多く、管理釣り場やキャンプ場、川魚料理店の等の数は把握できない。 

侵略的外来種リスト作成に関する意見を求められたが、次の理由から、関係業界を代表する意見表明

をするには適切ではないと考える。 

① リスト案に掲載されている 3 種の養殖マス類が問題となっている地域は北海道であるが、

現在当協会と北海道内の養鱒団体との交流はなく、情報も入らない。利害関係の一番深い

北海道の養鱒業者の意見が反映されるべきである。 

② 養鱒業者は全国に存在するが、当協会に加入しているのは県単位で 18/47 にすぎない。 

③ 関係団体説明会後から本会議まで期間が短く、当協会会員の意見を集約調整するための理

事会を開催する時間的・予算的余裕がない。 

④ 養鱒事業と直接関係する分野は広いが、リスト掲載種の利用に関係の深い観光産業や釣魚

団体などが含まれていない。これらの利用者にも意見を求めるべき。 

したがって、以後の意見は、当協会としても、国内養鱒業者を代表するものではないことに留意され

たい。 

 

2. 侵略的外来種リスト（案）に掲載された養殖マス類について 

(ア) ニジマス 

1877 年に発眼卵が移植され、その後明治・大正期には国が増殖を奨励推進した。昭和期以後

も増養殖事業は継続され、戦後は冷凍品が対米輸出され、外貨獲得の一躍を担った。養殖魚種で

は最初に配合飼料が開発され、産官学の協働により近代養殖のパイオニアとして、養鱒は全国に

普及した。 

明治期の移植以来 130 年以上に渡り各地の河川や管理釣り場等に放流されているが、北海道

を除き自然繁殖はない。本州のごく一部の河川でも自然繁殖が確認されているが、禁漁区として

管理された区画である。 



資料３－１５ 

2 
 

遊漁対象種としては有用で、27 都県 220 漁協で漁業権魚種として免許されている。釣られや

すいために北海道以外では放流しても再生産しない。また在来種とも交雑しない。 

(イ) カワマス 

1902 年に日光湯ノ湖に移植され、以後１世紀以上経過するが、栃木、長野、北海道のごく

一部で自然繁殖が確認されているに過ぎない。在来イワナとの交雑も確認されているが、それ

により在来種が絶滅した実態はなく、拡散もしていない。管理釣り場においては人気のある有

用な魚種である。 

(ウ) ブラウントラウト 

明治・大正期に他の外来マスの発眼卵に混入して移入したとされるが、近年北海道と本州の

一部の河川で自然繁殖が確認されている。現在本州の 3 県 5 漁協で漁業権魚種として免許さ

れているが、影響が指摘される地域への移植は私的放流と考えられる。 

長野では漁業権魚種のウグイに捕食被害が及んでいるとの報告があるが、本州では大きな被

害はない。北海道では在来種への圧迫や捕食被害が大きな問題となっているが、すでに駆除の

対象として取り組んでいる。 

 

上記のとおり、リストアップされた各魚種とも我が国への移植以来 1 世紀以上を経過しているが、

定着の事例は少なく、北海道を除く国内では大きな被害はないと考える。水産資源保護法や自然公園

法等で放流は規制されており、北海道においても既に条例等により駆除の取り組みがなされている。

また、生物多様性保全上重要な地域への影響及び人的経済的被害の報告はないため、基本的に侵略的

外来種リスト（案）からニジマス・ブラウントラウト・カワマスについては除外を求める。 

 

3. 各資料についての意見 

(ア) 「侵略的外来種」（仮称）の名称について 

侵略的外来種という名称は、一般には有害生物種のようにイメージされ、魚類においては「外

来害魚」と理解される可能性があり、好ましくない。 

(イ) 資料 2 普及啓発と教育 

ニジマスは釣り対象だけではなく、食用としても利用が多い。輸入養殖トラウトを含めれば 5

万トン以上の利用がある。 

当協会では、ニジマスの食用普及を目的に、国庫補助事業も利用しながら、長年全国各地で料

理講習会を開催し、好評を得ている。また、学校給食への利用普及も図っており、利用事例も増

加している。 

侵略的外来種としてリストアップされた場合、これまでの普及啓発活動が水泡に帰す可能性も

あり、経済的、精神的打撃も計り知れない。既に利用している種については、被害等の実情も徹

底して調査し、経済的影響も加味して判断は慎重に行ってもらいたい。 

(ウ) 資料 4-1 

1P 外来種対策（○印 5 項目） 

  リスト掲載により特定外来生物の予備軍として印象付けられる。 

  将来の規制につながる危険性がある 
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2P ＜基本的な考え方＞4 項目目 

  移植後長い歴史があり、広域で利用されている種に対して実効性があるか疑問 

  管理釣り場などではニジマスほどのパフォーマンスを示す魚種はない。 

  在来マスは養殖コストがかかりニジマスの代替種とはなり得ない。 

4P 生物多様性保全上重要な地域への影響 

  国立公園内、世界遺産地域内には多くの養鱒経営体がある 

  地域内で産業利用がある場合、既に利用している産業は何らかの規制を受けるのか。 

5P 各カテゴリーの考え方 

 外来マス類は分布拡大期に分類されているが、国内の多くの地域には定着していな

い。一部地域での定着であれば、定着初期/限定分布のカテゴリーになるのでは？ 

7P 付加情報の整備 

侵略的外来種リストには掲載せず、別のリストあるいはカテゴリー区分を追加する

等の方法では？ 

「やむを得ない理由」とは：少なくともニジマスは国が導入し、増養殖を推進して

きた経緯がある。「やむを得ない」という表現には抵抗がある。 

(エ) 資料 4-2  

リスト作成により期待される効果として「リスト掲載種の利用抑制」が挙げられているが、既

に産業利用がある種についても利用を抑制するのか？ 

(オ) 資料 4-3 

外来マス類 3 種の掲載種は、国内の多くの地域に定着している訳ではないので、定着初期/限

定分布のカテゴリーに分類されるのべきではないか 

(カ) 資料 5 

 自然環境・社会経済的条件 

  北海道以外では未定着 

（B)（C)の実例はあるのか？ 

（A2)違法な放流などによる拡散は、既に地方自治体の条例や水産資源保護法・自然公園法

等で対策済みでは？ 

(キ) 資料 7 

 ニジマスの本州での定着例は、ごく限られた禁漁区等で、管理された水域。 

 ニジマスが中国地方で定着しているとの情報は聞いたことがないが、根拠は？ 

現在 41 都府県の 220 の漁協でニジマスが漁業権魚種に設定され、ブラウントラウトは 5 漁協

が設定している。 

秋田県横手川ではブラウントラウトが定着している。漁業権魚種には設定されていないが、漁

協が釣り大会を開催したり、観光団体が「ブラウントラウトの里」と称し、観光資源としても

利用している。 

 

以上 






